
江 田 島 市 が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， が け 地 の 崩 壊 等 に よ る 危 険 か ら 市 民 の 生 命 ・

財 産 を 守 る た め ，社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 交 付 要 綱（ 平 成 ２ ２ 年

３ 月 ２ ６ 日 付 け 国 官 会 第 ２ ３ １ ７ 号 国 土 交 通 事 務 次 官 通 知 。以 下

「 交 付 金 要 綱 」 と い う 。） 及 び 広 島 県 が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転

事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 以 下 「 県 交 付 要 綱 」 と い う 。） に 基 づ き ，

危 険 住 宅 の 移 転（ 除 却 等 の ほ か ，代 替 住 宅 の 建 設 又 は 購 入 を 含 む 。

た だ し ， 市 内 転 居 に 限 る 。） を 行 う 者 （ 以 下 「 住 宅 移 転 者 」 と い

う 。） に 対 し て ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る こ と に

つ い て ，江 田 島 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 平 成 １ ６ 年 江 田 島 市 規 則 第

５ ０ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 は ，交 付 金 要 綱 及 び 県 交 付

要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る ほ か ，「 危 険 住 宅 」 は ， が

け 地 の 崩 壊 等 に よ る 危 険 が 著 し い た め ，次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 区 域 に 存 す る 既 存 不 適 格 住 宅 又 は こ れ ら の 区 域 に 存 す る

住 宅 の う ち ，建 築 後 の 大 規 模 地 震 ，台 風 等 に よ り 安 全 上 の 支 障 が

生 じ ， 県 が 是 正 勧 告 等 を 行 っ た も の を い う 。  

(１ )  建 築 基 準 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ）第 ３ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 県 が 条 例 で 指 定 し た 災 害 危 険 区 域  

(２ )  建 築 基 準 法 第 ４ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 県 が 条 例 で 建 築 を 制

限 し て い る 区 域  

(３ )  土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に

関 す る 法 律（ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 県 が 指 定 し た 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域  

（ 補 助 対 象 事 業 等 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 等 は ， 別 表 の と お り と す る 。

た だ し ，交 付 金 要 綱 附 属 第 Ⅲ 編 表 イ － １ ６ － (1 2 )－ １ が け 地 近 接



等 危 険 住 宅 移 転 事 業 に 係 る 限 度 額 等 が 改 正 さ れ た 場 合 は ，同 日 付

け で 改 正 さ れ る も の と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 住 宅 移 転 者 は ，が け 地 近 接

等 危 険 住 宅 移 転 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）に 次 の 各 号

に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  危 険 住 宅 の 所 有 権 を 証 明 す る 書 類  

(２ )  市 税 等 の 滞 納 が な い こ と を 証 明 す る 書 類  

(３ )  事 業 実 施 計 画 書（ 危 険 住 宅・移 転 先 住 宅 の 平 面 図 及 び 配 置

図 並 び に 工 事 見 積 書 ）  

(４ )  資 金 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(５ )  金 融 機 関 等 の 貸 付 契 約 書 の 写 し（ 危 険 住 宅 の 除 却 の み の 場

合 を 除 く 。）  

(６ )  移 転 先 住 宅 の 土 地 の 所 有 権 又 は 土 地 の 利 用 に 関 す る 所 有

権 以 外 の 権 利 を 証 明 す る 書 類（ 危 険 住 宅 の 除 却 の み の 場 合 を

除 く 。）  

(７ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は ，前 条 の 規 定 に よ り 交 付 申 請 が あ っ た 場 合 は ，そ の

内 容 を 審 査 し ，補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は ，が け 地 近 接 等 危

険 住 宅 移 転 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ３ 号 ）に よ り 住 宅

移 転 者 に 通 知 す る も の す る 。  

（ 交 付 の 条 件 ）  

第 ６ 条  規 則 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 付 す る 条 件 は ，次 の と お り

と す る 。  

(１ )  補 助 対 象 事 業 の 内 容 を 変 更 す る 場 合 又 は 補 助 金 の 額 に 変

更 が 生 じ る 場 合 は ，速 や か に が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業

補 助 金 変 更 承 認 申 請 書（ 様 式 第 ４ 号 ）を 市 長 に 提 出 し ，が け

地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 補 助 金 交 付 変 更 決 定 通 知 書（ 様 式

第 ５ 号 ） に よ る 承 認 を 受 け る こ と 。  

(２ )  補 助 対 象 事 業 を 中 止 し ，又 は 廃 止 す る 場 合 は ，速 や か に が



け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 中 止（ 廃 止 ）承 認 申 請 書（ 様 式

第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し ， 承 認 を 受 け る こ と 。  

(３ )  補 助 対 象 事 業 が 予 定 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 補 助 対

象 事 業 の 遂 行 が 困 難 に な っ た 場 合 は ，が け 地 近 接 等 危 険 住 宅

移 転 事 業 完 了 期 日 変 更 報 告 書 （ 様 式 第 ７ 号 ）に よ り ，速 や か

に 市 長 に 報 告 し ， こ れ に 対 す る 指 示 を 受 け る こ と 。  

２  市 長 は ，前 項 に 規 定 す る も の の ほ か ，補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達

成 す る た め に 必 要 な 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ７ 条  住 宅 移 転 者 は ，補 助 対 象 事 業 が 完 了 し た と き は ，次 項 に 規

定 す る 期 限 ま で に ，が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 補 助 金 実 績 報

告 書（ 様 式 第 ８ 号 ）に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ，市 長 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

(１ )  事 業 実 績 書 類（ 危 険 住 宅・移 転 先 住 宅 の 平 面 図 ，精 算 設 計  

書 及 び 着 手 前 後 の 写 真 ）  

(２ )  資 金 調 達 書 （ 様 式 第 ９ 号 ）  

(３ )  金 融 機 関 等 の 貸 付 証 明 書（ 危 険 住 宅 の 除 却 の み の 場 合 を 除  

く 。）  

(４ )  支 出 証 拠 書 類 （ 契 約 書 ， 請 求 書 及 び 領 収 書 ） の 写 し  

(５ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は ，前 条 の 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た 場 合 は ，速 や か に

そ の 内 容 の 審 査 （ 現 地 調 査 を 含 む 。） を 行 い ， 適 合 す る と 確 認 し

た と き は ，交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し ，が け 地 近 接 等 危 険 住

宅 移 転 事 業 補 助 金 額 確 定 通 知 書（ 様 式 第 １ ０ 号 ）に よ り 住 宅 移 転

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  実 績 報 告 に 係 る 提 出 期 限 は ，補 助 対 象 事 業 完 了 の 日 か ら 起 算 し

て １ か 月 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 日 の 属 す

る 市 の 会 計 年 度 の ３ 月 １ ０ 日 の い ず れ か 早 い 日 と す る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 ９ 条  住 宅 移 転 者 は ，前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は ，速



や か に が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業 補 助 金 請 求 書（ 様 式 第 １ １

号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ，住 宅 移 転 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は ，補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

(１ )  規 則 又 は こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

(２ )  金 融 機 関 等 の 貸 付 契 約 の 解 除 が あ っ た と き 。  

（ 指 導 監 督 検 査 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ，住 宅 移 転 者 に 対 し ，補 助 対 象 事 業 に 関 す る 報 告

を 求 め ，又 は 必 要 な 指 示 を 行 い ，若 し く は 職 員 を し て 必 要 な 検 査

を さ せ る こ と が で き る 。  

（ 帳 簿 等 の 備 付 け ）  

第 １ ２ 条  規 則 第 ２ ２ 条 に 規 定 す る 市 長 が 定 め る 期 間 は ，補 助 対 象

事 業 の 完 了 し た 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 会 計

年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

（ 暴 力 団 の 排 除 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ，事 業 実 施 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は ，前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら ず ，補 助 金 を 交 付 し な い も の と

す る 。  

(１ )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３

年 法 律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団（ 以 下「 暴

力 団 」 と い う 。） 又 は 同 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下

「 暴 力 団 員 」 と い う 。）  

(２ )  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者  

２  市 長 は ，補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 が 前 項 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と 認 め た と き は ，第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の

全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

経 費 区 分  限 度 額  補 助 対 象 事 業 の 内 容  

危 険 住 宅 の 除

却 等 に 要 す る

経 費  

（ 除 却 費 等 ）  

１ 戸 当 た り ８ ０ ２ 千 円 を

限 度 と す る 。  

住 宅 移 転 者 に 対 し て

危 険 住 宅 の 除 却 等 に

要 す る 経 費 を 交 付 す

る 事 業  

危 険 住 宅 に 代

わ る 住 宅 の 建

設 （ 購 入 を 含

む 。） に 要 す る

経 費  

（ 建 設 助 成 費 ） 

１ 戸 当 た り ４ ， １ ５ ０ 千

円（ 建 物 ３ ，１ ９ ０ 千 円 ，

土 地 ９ ６ ０ 千 円 ） を 限 度

と す る 。 た だ し ， 特 殊 土

壌 地 帯 ， 地 震 防 災 対 策 強

化 地 域 ， 保 全 人 家 １ ０ 戸

未 満 の 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策

危 険 区 域 及 び 出 水 に よ る

災 害 危 険 区 域 に つ い て

は ， １ 戸 当 た り ７ ， ２ ２

７ 千 円 （ 建 物 ４ ， ５ ７ ０

千 円 ， 土 地 ２ ， ０ ６ ０ 千

円 ，敷 地 造 成 ５ ９ ７ 千 円 ）

を 限 度 と す る 。  

住 宅 移 転 者 に 対 し

て ， 危 険 住 宅 に 代 わ

る 住 宅 の 建 設 又 は 購

入 （ こ れ に 必 要 な 土

地 の 取 得 を 含 む 。）を

す る た め に 要 す る 資

金 を 金 融 機 関 そ の 他

の 機 関 か ら 借 り 入 れ

た 場 合 に お い て ， 当

該 借 入 金 利 子 （ 年 利

率 ８ ． ５ ％ を 限 度 と

す る 。）に 相 当 す る 額

の 経 費 を 交 付 す る 事

業  

備 考  

１  特 殊 土 壌 地 帯 と は ， 特 殊 土 壌 地 帯 災 害 防 除 及 び 振 興 臨 時 措

置 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ９ ６ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

指 定 さ れ る 地 帯 を い う 。  

２  地 震 防 災 対 策 強 化 地 域 と は ， 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法  

（ 昭 和 ５ ３ 年 法 律 第 ７ ３ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定

さ れ る 地 域 を い う 。  

３  急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 危 険 区 域 と は ， 急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災

害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 ３ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ る 区 域 を い う 。  

４  災 害 危 険 区 域 と は ， 建 築 基 準 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ



り 指 定 す る 津 波 ， 高 潮 ， 出 水 等 に よ る 危 険 の 著 し い 区 域 を い

う 。  

 


